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世田谷区社会福祉事業団は、世田谷区において高齢者福祉、人材育成の 

事業を展開しており、２７カ所の施設・事業所を運営しています。 

特に高齢者福祉の分野では施設系サービス、在宅系サービス、 

医療系サービスなど総合的にサービスを提供しています。 

お客様が住み慣れた地域で、安心して、お元気にお過ごしいた 

だけるよう、専門のフタッフが心のこもったサービスに努めます。 

ホームヘルパーが高齢者や障害のある方のお宅

に訪問し、食事、排泄、入浴などの介助や家事

の援助をします。視覚障害者の方を対象とした

ガイドヘルプサービスも行っています。 

また、介護保険制度内で提供できないサービス

は、有料で行っています。 

デイサービスはお客様の自立した生活を支援す

るための通所施設です。健康体操、ゲーム、料

理、書道、趣味活動、外出行事などさまざまな

活動を通して、お客様の心身機能の維持・改善

を図ります。 

また、身体機能の維持・向上を目指し、専門ス

タッフが口腔ケアやトレーニングマシンによる

運動プログラムなどを実施します。 

病気や障害のある方が、ご自宅で看護サービス

を受けることができます。がん、難病、小児、

精神疾患、リハビリなど、幅広い医療ニーズに

お応えします。 

また、安心して療養生活を送ることができるよ

う24時間サービス提供体制による電話相談・緊

急訪問にも応じます。 

機能強化型訪問看護ステーションの運営や、東

京都訪問看護教育ステーション事業の受託もし

ています。 

介護保険サービスやその他のサービスを利用し

て住み慣れた地域で生活できるよう支援しま

す。担当のケアマネジャーはお客様の話をよく

伺ったうえで、最適なケアプランを提案しま

す。 

また、サービス提供事業者と綿密に連絡を取っ

て、適切なサービスを利用できるよう情報を提

供し、調整します。 

介護を常時必要としている高齢者が、ケアサー

ビスや看護サービスを受けながら生活する施設

です。ケアスタッフが24時間常駐しており、芦

花ホーム・上北沢ホームでは看護スタッフが24

時間常駐しています。 

安全に、その方らしい生活を送ることができる

よう万全の体制でサービスを提供します。 

お客様の心身状況や、ご家族の事情（病気、冠

婚葬祭など）によって、ご自宅での生活が一時

的に困難になった場合、短期間宿泊いただく

サービスです。施設利用中は、快適な生活をお

送りいただけるよう、きめ細やかなサービスを

提供します。 

世田谷区社会福祉事業団は、個人情報の保護を事業運営上の最優先事項のひとつととらえていま

す。個人情報保護規程を定め、役員及び職員は、個人情報の収集、利用及び提供の際には法令や

規程を順守し、厳正な管理を行います。 

お客様などから寄せられた苦情や意見に公正・的確に対応するために、苦情審査委員会を設置し

ています。苦情審査委員会は区民の代表者など5名で構成される第三者機関です。お客様から寄

せられた声を真摯に受け止め、よりご満足いただけるよう、サービスの改善に取りくみます。 

高齢者の方などの身近な相談窓口です。 

社会福祉士、主任ケアマネジャー、看護師等が

幅広いご相談に応じます。 

また、講座の開催や要支援、特定高齢者の方へ

のケアマネジメントを通じて介護予防を推進し

ます。 

世田谷区内で福祉の仕事に携わっている方とこ

れから福祉の仕事に就きたい方を支援します。

就職相談会、職場見学会、各種研修などを実施

します。 

世田谷区社会福祉事業団は、健全な経営を実現し、その公共性を自覚し

ながら社会的責任を果たしていくことを使命としています。私たちは、

多くの利害関係者と共存する社会の一構成員として、その信頼に応える

法人となるべく、例外なく全ての職員がその基本原則を守り、法人の活

動の基本に置きながら、コンプライアンス（法規範、内部規範、そして

社会的規範等の遵守）を徹底することを宣言します。  


